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旅行命令を発する権限の委任について（通達） 

 

防衛省所管旅費取扱規則（平成１８年訓令第２６号）第３条第２項の規定に

基づき、旅行命令を発する権限（外国旅行を除く。）を平成１９年１月９日付

をもって別表に定めるとおり委任する。 

なお、防研発総第１３２号（９．４．２５）は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

殿 



添付書類：別 表 

別 表 

 

旅行命令権者及び旅行命令を受ける者 

 

 

旅行命令権者 旅行命令を受ける者 

企画部長 企画部に勤務する者。（部長を除く。） 

政策研究部長 政策研究部に勤務する者。（部長を除く。） 

理論研究部長 理論研究部に勤務する者。（部長を除く。） 

地域研究部長 地域研究部に勤務する者。（部長を除く。） 

教育部長 

教育部に勤務する者。（部長を除く。） 

研修員（防衛研究所規則（昭和３３年防衛庁訓令 

第７１号）第３条第１項に規定する研修員） 

戦史研究センター長 
戦史研究センターに勤務する者。（センター長を

除く。） 

特別研究官（国際交

流・図書担当） 

特別研究官（国際交流・図書担当）の下に勤務す

る者。（特別研究官を除く。） 

特別研究官（政策シミ

ュレーション担当） 

特別研究官（政策シミュレーション担当）の下に

勤務する者（特別研究官を除く。） 


